
１８歳未満の公民館使用について 

 

 構成員の全員が年齢１８歳未満である団体が公民館を使用される場合は、 

「保護者による使用許可申請」 又は 「同意書を添えて申請」のいずれかが

必要となります。 

 ただし、全員が年齢１５歳以下である場合は、「保護者による使用許可申

請に加えて使用時に保護者１名以上の付添い」が必要となります。 

 ご協力宜しくお願いいたします。 
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